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　インフルエンザは普通のかぜと違い、気管支炎、肺炎など合併症をおこし重症化しやすく、特に65歳以上の高齢
者や慢性疾患患者で死亡率が普段より高くなります。早めに予防接種を受けて予防しましょう。
▶接種期間　　10月1日㈬～12月31日㈬
▶対　　象　　知立市に住民登録があり、接種日において65歳以上の人
※�予診票兼接種券を個別に通知します（9月下旬頃）。対象者で通知の届かない人、健康手帳がない人は、保健セン

ターへお問合せください。
※�60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有

する人は、対象になる場合があります。
▶接種方法　　予診票兼接種券・健康保険証・健康手帳を持参のうえ、指定医療機関（下表）で接種してください。
▶費　　用　　1,000円　
▶指定医療機関　　直接医療機関に予約してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（50音順）
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秋田病院 宝2丁目6-12 81-2763 ○ ○ 知立クリニック 八ツ田町神明22 82-1367 ○ ○
いわせ外科クリニック 西町新川1-3 81-3605 ○ ○ 知立団地中央診療所 昭和9丁目4 81-3405 ○ ○
大岩内科クリニック 上重原4丁目66 85-1177 ○ ○ 知立南皮フ科･内科 東長篠1丁目1-13 83-2883 ○ ○
大山クリニック 南陽2丁目48 82-0106 ○ ○ 西中町クリニック 西中町中長1-1 84-3304 ○ ○
おがわ内科･循環器科 谷田町本林1丁目2-1 81-7011 ○ ○ 富士病院 牛田町西屋敷137-1 85-1000 ○ ○
かじた子どもクリニック 南新地3丁目6-17 84-6600 ○ 松井医院内科･胃腸科 中山町中山45 81-0005 ○ ○
加藤耳鼻咽喉科 南新地3丁目2-6 81-0632 ○ 松井みみはなクリニック 鳥居1丁目12-13 81-8711 ○ ○
かみやクリニック 弘法町弘法山45-5 81-0052 ○ ○ みかわメディカルクリニック 東上重原6丁目2-4 85-0733 ○ ○
栄クリニック 栄1丁目8 81-0067 ○ ○ 水野内科クリニック 池端2丁目17 82-8200 ○ ○
新林内科医院 新林町新林40-6 82-2616 ○ ○ 宮谷クリニック・小児科 新池3丁目28-1 81-0338 ○ ○
竹内クリニック 上重原町恩田212 83-0002 ○ ○ 整形外科よしだクリニック 新池1丁目70 84-3500 ○

［市民非課税世帯または生活保護世帯の人の接種費用について］
　接種費用の免除（助成）制度があります。必ず接種前に保健センターへ申請してください。（接種後に申請
しても費用の返金はできません。）
▶申請の持ち物　予診票兼接種券と印鑑（接種者と申請にみえる人が別の場合は、両方の印鑑）
▶免除（助成）額　インフルエンザ、成人用肺炎球菌【定期】…費用の全額を免除
　　　　　　　　　高齢者肺炎球菌【任意】…接種費用額（上限8,000円）を助成

　10月1日㈬から、水痘ワクチンの定期予防接種が始まります。対象の人には順次案内を送付しています。
案内が届かない場合は、保健センターへお問合せください。
※県内広域化予防接種の対象ワクチンです。希望の人は事前に保健センターで申請が必要です。
▶と　　き　　10月1日㈬から
▶実施医療機関（市内指定医療機関）　　直接医療機関に予約してください。　　　　　　　　　　　（50音順）

医療機関名 所在地 電話 医療機関名 所在地 電話
秋田病院 宝2丁目6-12 81-2763 竹内クリニック 上重原町恩田212 83-0002
いわせ外科クリニック 西町新川1-3 81-3605 知立団地中央診療所 昭和9丁目4 81-3405
大岩内科クリニック 上重原4丁目66 85-1177 知立南皮フ科･内科 東長篠1丁目1-13 83-2883
大山クリニック 南陽2丁目48 82-0106 富士病院 牛田町西屋敷137-1 85-1000
おがわ内科･循環器科 谷田町本林1丁目2-1 81-7011 松井みみはなクリニック 鳥居1丁目12-13 81-8711
かじた子どもクリニック 南新地3丁目6-17 84-6600 みかわメディカルクリニック 東上重原6丁目2-4 85-0733
かみやクリニック 弘法町弘法山45-5 81-0052 水野内科クリニック 池端2丁目17 82-8200
栄クリニック 栄1丁目8 81-0067 宮谷クリニック・小児科 新池3丁目28-1 81-0338
新林内科医院 新林町新林40-6 82-2616

▶対象年齢・回数　　接種日において1歳～3歳未満・2回
（平成26年度のみ経過措置として、3歳～5歳未満の人で今まで一度も接種していない人に1回接種）
▶持 ち 物　　予診票兼接種券・母子健康手帳・健康保険証

65歳以上のインフルエンザ予防接種が始まります

水痘（水ぼうそう）ワクチンが［定期］予防接種になります
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　10月の予防接種法の改正により、成人用肺炎球菌ワクチン予防接種が定期接種となります。今後5年間において、
順次65歳以上の人が1回接種する機会があります。
▶接種期間　　10月1日㈬～平成27年3月31日㈫
▶平成26年度の対象　　知立市に住民登録があり、下表の生年月日の人
※平成26年度の定期接種の対象となる人には、予診票兼接種券を個別に通知します。（9月下旬頃）
※�60歳以上65歳未満の人で心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる、免疫の機能に障がいを

有する人は、定期接種の対象になる場合があります。

65歳 昭和24年4月2日生～昭和25年4月1日生

70歳 昭和19年4月2日生～昭和20年4月1日生

75歳 昭和14年4月2日生～昭和15年4月1日生

80歳 昭和  9年4月2日生～昭和10年4月1日生

85歳 昭和  4年4月2日生～昭和  5年4月1日生

90歳 大正13年4月2日生～大正14年4月1日生

95歳 大正  8年4月2日生～大正  9年4月1日生

100歳 大正  3年4月2日生～大正  4年4月1日生

101歳以上 大正3年4月1日以前生まれ

▶接種方法　　予診票兼接種券・健康保険証・健康手帳を持参のうえ、指定医療機関で接種してください。
※�指定医療機関はインフルエンザ予防接種の表をご覧ください。
▶費　　用　　2,500円

　予防接種法に基づかない任意予防接種です。かかりつけ医などと相談のうえご自身の判断でお受けください。
※接種を受ける前に保健センターで申請が必要です。

▶申請場所　　保健センター
▶申請に必要な物　　印鑑、後期高齢者医療被保険者証
▶接種期間　　10月1日㈬～平成27年3月31日㈫
▶対　　象　　知立市に住民登録があり、定期予防接種対象者以外で次の条件のいずれかを満たす人
・後期高齢者医療保険に加入している人
・生活保護法による被保護世帯に属する人で、75歳以上の人または65歳以上で一定の障がいのある人
※ 接種日から5年以内に肺炎球菌の予防接種を受けている人は、今年度の助成対象とはなりません。
▶接種方法　　助成券（保健センターで申請すると交付されます。）、健康保険証、健康手帳を持参のうえ、指定医
療機関で接種してください。
※�指定医療機関はインフルエンザ予防接種の表をご覧ください。
▶助 成 額　　3,000円（接種費用から助成額を差し引いた額を、指定医療機関にお支払いください。）
※�脾臓の摘出により健康保険が適用される人は、この助成制度より安価に接種できる場合がありますのでご注意く

ださい。

▶問合せ　保健センター（☎82－8211）

　肺炎球菌性肺炎は成人肺炎の25～40％を占め、特に高齢者での重篤化が問題になっています。早めに予防接
種を受けることで肺炎になる危険を減らすことができます。

※ 過去に肺炎球菌の予防接種を受けている人は、
［定期］予防接種の対象になりません。

成人用肺炎球菌ワクチン［定期］予防接種が始まります

高齢者肺炎球菌ワクチン［任意］予防接種を助成します
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